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大阪労働局労働基準部監督課

資料２

トラック運送業における働き方改革推進
のための取組について



時間外労働の上限規制等の周知

時間外労働の上限規制や改正された改善基準告示等について、トラック運送業に対し説明会を実施しています。

また、各種助成金や長時間労働削減に向けた対応事例等の情報を発信しています。
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〇労働時間等説明会実施状況

説明会の様子

令和５年４月～
令和６年３月

令和６年４月～
令和６年６月

実施回数 95回 24回

事業場数 666事業場 207事業場



発着荷主等に対する要請と働きかけ等

トラック運転者の方の長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものが

あるため、「荷主特別対策チーム」を編成し、発着荷主等に対して要請と働きかけ等を行っています。
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〇発着荷主等に対する要請実施状況

令和５年４月～令和６年３月

実施件数 501件

〇発着荷主等に対する要請以外の取組

発着荷主等に対する要請以外の監督指導においても、

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

についての周知を開始。
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